
令和５年度 農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち施設認定等検査支援事業の

実施については、農林水産省のHPからご確認いただけます。

URL https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/

対象者 ・農林漁業者の組織する団体
・商工業者の組織する団体
・民間事業者など

会員同士のマッチングサービス、
メンバー同士の交流イベントの開催、
輸出関連情報の提供を行っています。

ＧＦＰに参加するとこんなことができます

URL https://www.gfp1.maff.go.jp

補助の内容については裏面をご覧ください。

令和５年度 農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち

輸出環境整備推進事業（施設認定等検査支援事業）

の公募について

公募

タイ等向け青果物の輸出に必要な
選別及び梱包施設に係る
認証取得・維持・更新支援事業

タイ等向け植物由来食品の輸出に
必要な残留農薬等検査費用に係る
支援事業

タイ等向け青果物の輸出解禁後に
必要なロットごとの合同輸出検査
等に係る支援事業

台湾等向け青果物の輸出解禁後に
必要な輸出先国検査官の招へいに
係る支援事業

補助率

定額

50%
補助率

補助率

定額
1 ２

3 ４

50%
補助率

詳細は
こちら

応募条件 農林水産物・食品輸出プロジェクト
（GFP）のコミュニティサイトへの
登録が必要です。

URL https://www.gfp1.maff.go.jp/entry

青果物等の輸出に取り組まれる事業者・生産者の方へ

施設認定等検査支援事業では、日本産の農産物・食品の輸出を促進
するため、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、
民間事業者などの皆さんへ支援を行っています。

海外輸出における
施設認定や検査
に要する費用を

支援します



タイへ青果物を輸出する
際など、輸出先国の法令
により選別及び梱包に
係る施設において認証
取得が求められている
場合はその費用を支援し
ます。

参
考
サ
イ
ト

ベトナム向けうんしゅうみかんやインド向け
りんご等を輸出するために、登録生産園地や
登録選果梱包施設について、輸出先国検査官
の査察が必要

輸出先国の検査官を日本
に招へいして、生産園地、
登録施設等の確認や輸出
先国の検査官と日本の
検査官との合同輸出検査
が求められている場合、
その検査等の費用を支援
します。

輸出先国の検査官と日
本の検査官との合同
輸出検査等が求められ
ている場合、その検査
等の費用を支援します。
（2019年3月31日以降か
ら輸出先国より要求さ
れている場合が対象）

日本からインドネシア向けに植物由来の
生鮮食品を輸出する際の残留農薬等に
係る食品安全確保措置について

農林水産省 ＨＰ

参
考
サ
イ
ト

各国の食品安全関連規制
タイへの対応

農林水産省 ＨＰ

参
考
サ
イ
ト

タイ - 日本からの輸出に関する制度
青果物の輸入規制、輸入手続き

日本貿易振興機構（ジェトロ）ＨＰ

参
考
サ
イ
ト

輸出入条件詳細情報

植物防疫所 ＨＰ

参
考
サ
イ
ト

輸出入条件詳細情報

植物防疫所 ＨＰ

参
考
サ
イ
ト

タイ等向け青果物の輸出に必要な
選別及び梱包施設に係る
認証取得・維持・更新支援事業

補助率

定額
1

タイ等向け植物由来食品の輸出に
必要な残留農薬等検査費用に係る
支援事業50%

補助率
3

タイ等向け青果物の輸出解禁後に
必要なロットごとの合同輸出検査
等に係る支援事業

補助率

定額
２

台湾等向け青果物の輸出解禁後に
必要な輸出先国検査官の招へいに
係る支援事業

４

50%
補助率

EUに緑茶を輸出するために残留農薬
検査を受けたい

タイにいちごを輸出するために
残留農薬検査を受けたい

事
例

事
例

輸出先国の法令等により、
茶、穀物等を含む植物
由来食品を輸出する際に
残留農薬等検査の実施が
必要な場合又は残留農薬
等検査を実施することで

輸出手続の円滑化が図られる場合はその費用を
支援します。

事
例

タイにメロンを輸出するためにタイ側検査官
と日本の検査官との合同輸出検査を受けたい

事
例

輸出・国際局 輸出支援課 輸出環境整備室 お電話

タイ向けにリンゴやイチゴを輸出するために
認証を取りたい

事
例

代表： 03-3502-8111
ダイヤルイン：03-3501-4079

（内線 ）4310
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